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令和５年１１月１日発行    

― 大仙市役所西仙北支所 〒019-2192 大仙市刈和野字本町 5番地 ☎ 0187-75-1111(代表) ― 

～特定健診・後期高齢者健診について～ 

特定健診（大仙市国保）、後期高齢者健診は医療機関でも受診できます。 

希望される方は受診期限（１２月２８日）までに受診してください。 

受診には健康保険証と受診券が必要です。 

受診券をお持ちでない方は下記へお問い合わせください。 
 

 

 

 

～各種健診（検診）を受けられた方へ～ 

精密検査の受け忘れはありませんか？ 

受診が遅れると、重症化して手遅れになる場合があります。 

精密検査が必要な方は必ず受診してください。 

 

 

 

 

【問い合わせ】健康増進センター西部 ☎0187-75-0476 

 

クマ！！！「自分は大丈夫」の意識を変えましょう！ 
・今年はクマの出没が特別多く、西仙北管内でも人身被害が発生しております。 

 各地でクマが目撃され、市街地にも出没するなどの異常事態となっております。 
 
・クマは早朝や夕方に行動が活発化します。この時間帯は特に警戒が必要ですので、農地や市街地
での散歩、登下校の際もクマの出没に注意してください。活動する場合には見通しの悪い場所を
避け、鈴や笛、ラジオなど音の出るものを常に携帯するようにしましょう。 

 
・生ゴミや残飯、廃棄果樹などを山に捨てたり、放置しないでください。 
 
・子グマのそばには必ず母グマがいると考え、決して近寄らないでください。 
 
・クマに遭遇したら、「あわてず」「ゆっくり」「後ろにさがり」静かにその場を立ち去りましょう。 
 
・クマが驚いて襲ってくる可能性があります。避難先や武器がない状態で襲われた場合は、その場
に伏せ、腕で頭と顔をかばい守ってください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

大仙市公式ラインアカウント 

クマの目撃情報などを 

お知らせします。 

 

顔と頭を守る！！ 
アカウント名 

@daisen_city 

 

友だち登録はコチラから⇒ 

是非、登録をお願いします！ 
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〇交換の目安は１０年 

 
 
 
 設置年数は、設置の時に記入した設置年月や交換時期で確認できます。 

 記載がない場合は、製造年でおおよその時期がわかります。 
 

反応しない場合は、すぐに交換しましょう！ 

 

設置から１０年以上の場合も交換しましょう！ 

☆大曲仙北消防本部で X（旧 Twitter）を始めました☆ 

新しく交換する際は、生活に適した機器を！ 

アカウント名：大曲仙北消防本部（公式） @osfd119 

＝大仙市役所西仙北支所・大仙市消防団西仙北支団・大曲消防署西仙北分署＝ 

 

 

 

 

 

(例)ピーピーピー 

火事です 

 

※火災予防期間中に、住宅用火災報知器の設置調査で西仙北分署の職員が各家庭に聞き取り調査

をすることがあります。火災予防のための調査にご協力お願いいたします。 

※住宅用火災報知器の悪質な訪問販売等にご注意ください。 

 

 

『令和５年秋田県 秋の火災予防運動』が始まります！ 
【実施期間】１１月５日(日)から１１日(土)まで 

☆住宅用火災警報器は維持・管理が大切です☆ 
 

 

 

 

 

〇住宅用火災報知器の点検は定期的に！ 

本体のボタンを押すか、付属のひもを引きます。 

 正常な場合、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。 

 少なくとも年に２回は点検しましょう。 

（春・秋火災予防運動の時期に実施することを推奨） 

（春・秋火災予防運動の時期に実施することを推奨） 

 

 

 

 

 

 

X(旧 Twitter)での主な掲載内容 
・消防行政に関する情報 
・災害情報や緊急情報 
・消防本部が実施する行事等の情報 
・その他消防に関連し、市民に有益な情報 
 

 

 

 

 

皆さんの安心・安全に役立つような情報を発信していきますので、ぜひフォローをよろしくお願いします。 

【問い合わせ】大曲消防署西仙北分署 ☎0187-75-1119 
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